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D-457 PRL（排卵障害、月経異常、卵巣機能不全、黄体機能不全） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、高プロラクチン血症又は乳漏症の病名がない排卵障害、月

経異常、卵巣機能不全、黄体機能不全に対する PRL の算定は初診時又は

初回の検査時にのみ認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 初診時に排卵障害、月経異常、卵巣機能不全、黄体機能不全があれば高

PRL 血症の存在が疑われることから、高プロラクチン血症又は乳漏症の

病名がない場合でも認められると整理した。 

 


